
平成30年8月18日(土)～平成31年1月26日(土)
歴史的建造物の保存・活用とそれを活かしたまちづくりについて、

講義と演習で総合的かつ実践的に学びます

　滋賀県歴史的建造物保存活用推進員をいいます。

講座の内容

30人（申込み多数の場合は　先着順とさせていただきます）20,000円会　員 5,000円学　生 募集人数25,000円会員外

期　間

平成30年
8月3日　（金）

募集締切
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県
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滋賀県ヘリテージマネージャーとは－

（公社）滋賀県建築士会 TEL 077-522-1615
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜1丁目1-18建設会館３階
【主　催】　滋賀県ヘリテージマネージャー実行委員会
　　　　　　　　　　　（（公社）滋賀県建築士会内）

 【後　援】　滋賀県教育委員会

受講資格：建築士（１級・２級・木造）、建築大工技能士、建築施工管理技士（１級・２級）のいずれかの資格を有する方。一般の方（学生の方を含む）

平成30年度文化庁文化芸術振興費補助事業（文化遺産総合活用推進事業）
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（CPD単位 申請中）
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